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１．感染症対策の基本的事項 

 

学生・教職員の皆様は、下記の感染症対策の基本的事項について、十分に理解し実践してくださ

い。 

 

（１）マスクの着用 

 原則として、常時マスク（不織布が望ましい）を着用すること。 

 マスクはすき間なく顔にフィットさせ、正しく着用すること。鼻出しマスク、あごマ

スクはしないこと。 

 着用したマスクの外側は触らず、ひもを持って着脱すること。 

 

（２）手洗い・消毒の徹底 

 ハンドソープ等による丁寧な手洗いや、アルコールによる手指消毒を励行すること。 

 手洗いのタイミングは次のとおり。30秒程度かけて丁寧に洗うこと。 

① 登校したとき 

② 咳やくしゃみ、鼻をかんだとき 

③ 食事の前後 

④ トイレの後 

⑤ 共用物に触った後 

⑥ 公共交通機関の利用後 

 手洗い・手指消毒をしていない手で目や鼻、口などを触らないこと。 

 授業に関わらず、使用した備品（机、椅子、ピアノ、パソコン等）は各自が消毒するこ

と。 

 複数の人の手が触れる箇所（ドアノブ、照明・エアコンのスイッチ等）は定期的に消毒

すること。 

 

（３）３密の回避 

※資料１「３つの密を避けるための手引き」参照 

① 密閉の回避 

 換気の悪い密閉空間を避けること 

 気候上可能な限り、常時換気を行うこと。 

 常時換気が困難な場合は、こまめに数分間程度窓を開けて換気をすること。 

 

② 密集の回避 

 多くの人が集まる密集場所を避けること。 

 人との接触を避け、人との間隔はできるだけ 2m（最低 1m）空けること。 

 密集が予測される場合には、間隔表示や人数制限等を行い、間隔を確保すること。 
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③ 密接の回避 

 エレベーターや電車など、人との十分な距離を保てない場合は会話を慎むこと。 

 マスクなしでの会話は行わないこと。 

 マスクを着用している場合も、十分な距離を保ち、大声での会話は控えること。 

 

（４）咳エチケットの実践 

 咳・くしゃみをする際は、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口

や鼻をおさえること。 

 

（５）「新しい生活様式」の実践 

資料２「「新しい生活様式」の実践例」参照 

 国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で示された「新しい生活様式」を積極

的に実践すること。 

 

（６）「５つの場面」の回避 

資料３「感染リスクが高まる「５つの場面」」参照 

 国の新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場

面」」をよく理解し、慎重に行動すること。 

 

（７）風邪症状がある場合の対応 

資料４「体調不良時の連絡・相談フローチャート」参照 

 発熱、風邪のような症状（咳・喉の痛み・頭痛・倦怠感など）がある場合は、登校・出

勤せず、自宅療養すること。医師からの指示があれば従うこと。 

 発熱・風邪のような症状がある場合は、必ず大学へ連絡すること。 

 

（８）感染が疑われる場合の対応 

資料５「濃厚接触者となった場合のフローチャート」参照 

※ 自治体により取扱いが異なるので、居住自治体のホームページ等を確認すること。（以

下は山梨県内に居住の場合） 

 次のいずれかに該当する場合は、すぐに居住地の「かかりつけ医」や「山梨県新型コロ

ナウイルス感染症 受診・相談センター（055-223-8896）」（甲府市居住者は「甲府市受

診・相談センター（055-237-8952）」）に相談すること。 

① 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがあ

る場合 

② 糖尿病や心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方で、発熱や咳などの比較的

軽い風邪の症状がある場合 

③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 
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※ 症状が 4 日以上続く場合は必ず相談すること。症状には個人差があるので、

強い症状と思う場合にはすぐに相談すること。解熱剤などを飲み続けなけれ

ばならない方も同様。 

 

 濃厚接触者として特定された場合、濃厚接触者の疑いがある場合、感染が確認された

場合は、必ず大学まで連絡すること。 

 

 

２．授業 

 

学生・教職員の皆様は、授業の実施・受講にあたっては「１．感染症対策の基本的事項」のほ

か、下記の事項にも従ってください。そのほか、別途個別に指示がある場合には、当該指示に

も従ってください。 

 

【大学が実施する対応】 

 原則は対面授業で実施する。 

 教室等に手指消毒用のアルコール消毒液・設備等消毒グッズ（洗剤・ペーパータオル

など）を設置する。 

 教室等を適切に換気する。夏場・冬場の換気については室温に注意する。 

 冬場は加湿器を使用し、教室内を適度に保湿する。 

 感染者となった、濃厚接触者に特定された、発熱・風邪症状があった等の理由で授業

に出席できなかった学生に対し、可能な限り配慮する。 

 感染者となった、または濃厚接触者に特定された・疑いがあるために試験に出席でき

なかった学生は、追試験の対象とする。 

 

【学生が遵守する事項】 

 登校前に体温測定・健康チェックを行うこと。大学が指定する検温表に記録し、登校

時に教職員の確認を受けること。 

 発熱や風邪のような症状がある場合は登校しないこと。 

 登校したら手洗い、手指消毒をすること。 

 指定された座席で授業を受けること。 

 使用した備品（机・椅子等）は各自が消毒すること。 

 夏場は各自が熱中症予防（水分補給等）に努めること。 

 冬場は教室の室温が低くなることを想定し、暖かい服装を心がけること。（ひざ掛け

等の使用も推奨する） 
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３．食事 

 

学生・教職員の皆様は、食事にあたっては「１．感染症対策の基本的事項」のほか、下記の事

項にも従ってください。そのほか、別途個別に指示がある場合には、当該指示にも従ってくだ

さい。 

 

【大学が実施する対応】 

 教室等に手指消毒用のアルコール消毒液・設備等消毒グッズ（洗剤・ペーパータオル

など）を設置する。 

 教室等を適切に換気する。 

 

【学生が遵守する事項】 

 指定された教室及び座席で食事をすること。 

 向かい合って食事をしないこと。（休み時間等の間食・水分補給時も同様） 

 食事中は会話をしないこと。 

 食事中以外はマスクを着用すること。 

 使用した備品（机・椅子等）は各自が消毒すること。 

 

 

４．学内施設の利用 

 

学生・教職員の皆様は、学内施設の利用にあたっては「１．感染症対策の基本的事項」のほ

か、下記の事項にも従ってください。そのほか、別途個別に指示がある場合には、当該指示に

も従ってください。 

 

 学内では指定された動線で移動すること。 

 ゼミナール室、情報処理演習室、図書館（昼休み以外）は、利用する前日までに事務

室で予約をすること。 

 図書館では資料を利用する前後に必ず手洗いを行うこと。 

 備品（机、椅子、ピアノ、パソコン等）の使用後は各自が消毒すること。 
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５．その他（日常生活等） 

 

学生・教職員の皆様は、日常生活等その他の活動においても「１．感染症対策の基本的事項」

のほか、下記の事項にも従ってください。そのほか、別途個別に指示がある場合には、当該指

示にも従ってください。 

 

 公私の如何を問わず、感染予防に努めること。 

 毎日体温測定・健康チェックを行い、体調管理に努めること。 

 外出にあたっては感染が流行している地域への移動は控え、特に 3密のある場所は避

けること。 

 飲み会、コンパ、懇親会等、多人数が一堂に会しての飲食は控えること。 

 アルバイトを行う場合は、勤務先の業種別に定められた対策ガイドラインに従うこ

と。 

 出張、帰省、旅行等にあたっては、混雑する日時・時間帯を避けること。 

 厚生労働省「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」をインストールし、活

用すること。 

 緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など、国や地方自治体から本マニュアルの規定

より厳しい行動の制限が要請されている場合は、当該要請に従うこと。 

 

 

６．連絡先 

 

学生・教職員の皆様は、風邪症状がある場合や、感染が疑われる場合など、欠席・欠勤する際

は必ず大学へ連絡してください。（長期休暇期間の学生は、各グループ担当教員の指示に従って

連絡してください。） 

 

帝京学園短期大学 TEL：0553-23-1240 

 

※夜間・休日等で電話が繋がらない場合 

体調不良の報告    濃厚接触者・感染の報告 
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資料１ 
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資料２ 
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資料３ 
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体調不良時の連絡・相談フローチャート

軽い風邪の症状がある場合

・発熱
・風邪症状（咳、喉の痛み、頭痛、倦怠感）など

症状消失*から３日後
経過観察終了・登校可

強い症状／４日以上軽い風邪の症状が継続する場合

【かかりつけ医がいる】
かかりつけ医など最寄りの医療機関に電話で相談

【相談先に迷う】
かかりつけ医がいない、夜間・休日などは受診・相談センターに電話で相談
（山梨県：055-223-8896／甲府市：055-237-8952）

PCR検査を受ける場合

【陰性】
医療機関等の指示に従い、必
要に応じた経過観察を行う

【陽性】
 医療機関等の指示に従い、
必要に応じた経過観察を
行う

 治癒後は、登校に支障が
ないことを証明する診断書
等の作成を主治医に依頼
する

療養・待機期間が終了
登校可

PCR検査を受けず、
治療を受ける場合

医療機関・主治医等の指示
に従い、必要に応じた経過
観察を行う

症状消失*から
３日後

経過観察終了・登校可

＊風邪薬、解熱剤等飲んでいない状態で、解熱・症状が消失した状態

強い症状がある場合

・息苦しさ（呼吸困難）
・強いだるさ（倦怠感）
・高熱等

登校禁止

2022.03.01

大学へ
状況を報告

大学へ
状況を報告

連絡先  0553-23-1240 または

資料４ 
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濃厚接触（疑い含む）がある場合のフローチャート

保健所から濃厚接触者と特定
された

同居者・友人等が
・感染者
・濃厚接触者（疑いも含む）
・PCR検査を実施

COCOAから通知があった

受診・相談センターに連絡し、指示に従う

登校禁止
保健所等の指示に従う

PCR検査を受ける場合

【陰性】
 保健所等の指示に従い、
必要に応じた経過観察
を行う

 感染者との最終接触日
の翌日から原則７日間
は自宅待機

【陽性】
 保健所等の指示に従
い、必要に応じた経過
観察を行う

 治癒後は、登校に支障
がないことを証明する
診断書等の作成を主
治医に依頼する

PCR検査を
受けない場合

保健所・医療機関等の指
示に従い、必要に応じた
経過観察を行う

療養・待機期間が終了
登校可

2022.03.01

大学へ状況を報告

大学へ状況を報告

連絡先

 0553-23-1240 または

資料５ 

 


